
Ⅰ　は じ め に

不動産所得とは，不動産，不動産の上に存する権利，船舶又は航空機の

貸付けによる所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）とい

う（所得税法２６条１項）と規定し，一方，不動産所得から除外される事業

所得とは，農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業その他の事

業で政令で定めるものものから生ずる所得（山林所得又は譲渡所得に該当

するものを除く。）をいい（同２７条１項），委任を受けた政令で定める事業

は，農業を始め，不動産業を含み，対価を得て継続的に行う事業であると

ころ，不動産や航空機の貸付業は除かれている（所得税法施行令６３条）。

本稿では，不動産所得の範囲について若干の考察を試みる�。すなわち，

不動産の貸付業が事業所得から除外されているのは，不動産の貸付業とい

う事業の開始，遂行，廃止に至るまでに生ずる所得がすべて所得税法２６条

１項の不動産所得の範囲に取り込まれることになるからであるのか，ある

いは，不動産所得の範囲には事業に至らない不動産等の貸付けも含むとさ

れていることから，事業上生じる所得という観点ではなく，相手方に物の

使用収益させる対価としての賃料（民法６０１条）として発生する所得とい
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不動産所得の範囲に関する若干の考察

―名古屋地裁平成１７年３月３日判決等を題材として―

中 野 浩 幸

�　福田善行「不動産所得の範囲について―「貸付けによる所得」の意義―」税

大論叢８１号（２０１５年）２４５頁以下も参照。



う観点で捉えるのか，というのが問題意識である。

また，不動産所得等を生ずべき業務を行う居住者が受ける所得税法施行

令９４条１項各号に掲げられるもので，その業務の遂行により生ずべきこれ

らの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは，これらの所得に係

る収入金額とするとされるが，その範囲と所得税法２６条１項との範囲との

関係についても合わせて考察する。

そこで，不動産賃貸借の解除に伴って建物の無償譲受けによる利益の所

得分類が争われた名古屋地裁平成１７年３月３日判決を中心にして，都民住

宅経営安定化促進助成制度による利子補給金の一括交付の不動産所得該当

性が争われた東京地裁平成２６年９月３０日判決と航空機の貸付事業の解散に

伴って融資銀行から受けた債務免除益の所得分類が争われた東京高裁平成

２８年２月１７日判決も合わせて検討する。

Ⅱ　名古屋地判平成１７年３月３日判タ１２３８号２０４頁

１　事実の概要

原告は，不動産賃貸業等を営んでいるところ，昭和５２年ころ，名古屋三

菱自動車販売会社（以下「名古屋三菱」という。）との間で，土地を仮設

モーターショップ及びモータープール用地として一時使用目的で賃貸する

旨の契約を締結した。名古屋三菱は，同地上に建物（以下「本件建物」と

いう。）を建築して，高針店として営業を開始した。

その後，原告と名古屋三菱とは，上記契約を更新してきたが，平成１２年

４月３０日，賃貸期間を平成１２年５月１日から平成１５年４月３０日までの３年

間とし，賃料は１か月６２万円とする旨の「借地一時使用契約」（以下「本

件賃貸契約」という。）を締結（契約更新）した。

名古屋三菱は，平成１２年８月ころ，高針店を閉鎖して業務を縮小すべく，
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原告に対して，本件賃貸契約の中途解約について協議を申し入れしていた

ところ，中古車買取販売業者である株式会社ガリバーインターナショナル

（以下，「ガリバー」という。）が本件土地を本件建物付きで借り受けたい

と申し入れてきたため，原告及び名古屋三菱は，平成１２年１１月１４日，①本

件賃貸契約を同月１５日限り解約すること，②原告は，支払済みの同月分の

賃料６２万円のうち解約日以降の賃料に相当する３１万円及び保証金１,０００万円

を名古屋三菱に返還すること，③名古屋三菱は，本件建物を原告に無償譲

渡することなどを内容とする中途解約の合意をした。

原告が平成１２年分所得税について，本件賃貸契約の合意解除に際して，

賃借人から原告に無償で提供された建物利益を一時所得として確定申告し

たところ，被告税務署長は不動産所得に当たるとして所得税更正処分及び

過少申告加算税賦課決定処分を行ったため，審査請求を経て提訴したもの

である。

２　判　旨

名古屋地裁は次のとおり� 請求を棄却した（その後，名古屋高裁平成１７

年９月８日税資２５５号順号１０１２０で控訴が棄却され， 高裁平成１８年１０月３

日上告不受理決定がされている。）

「所得税法上，不動産所得とは，不動産，不動産の上に存する権利，船

舶又は航空機の貸付による所得であって，事業所得又は譲渡所得に該当す

るものを除いたものをいう（２６条）ところ，ここでいう不動産等の貸付け

とは，これによって貸主に一定の経済的利益をもたらすものであるから，

有償双務契約である賃貸借契約（民法６０１条）がその中心となる（もっと

も，これと同額の経済的目的を達成する地上権や永小作権の設定も含まれ
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る。）。

ところで，「貸付けによる」とは，「貸付けに基づいて」あるいは「貸付

けを原因として」を意味すると解されるところ，賃貸借契約は，当事者の

一方が相手方にある物の使用及び収益をなさしめることを約し，相手方が

これにその賃金（賃料）を支払うことを約束することによって成立する契

約である（民法６０１条）から，「貸付けによる所得」とは，貸主から借主に

移転される経済的利益のうち，目的物を使用収益する対価としての性質を

有するものを指すというべきである。

その典型例は，使用収益する期間に対応して定期的，継続的に支払われ

る賃料である（もっとも，その支払の態様については各種のものがあり得

る。）が，これに限られず，権利金，礼金，更新料，転貸承諾料などのよ

うに，目的物を使用収益し得る地位を取得，確保する対価として一時的に

支払われる経済的利益も，広い意味では目的物を使用収益する対価たる性

質を有するから，「貸付けによる所得」に含まれる（権利金につき 高裁

判所昭和４５年１０月２３日第二小法廷判決・民集２４巻１１号１６１７頁参照）し，当

該使用収益は，必ずしも有効な契約関係に裏付けられている必要はないか

ら，占有権原を有しない者が使用収益したことに基づいて支払われる賃料

相当損害金も，これに含まれ得るというべきである。また，事業所得との

区分の観点からすれば，不動産所得を生ずべき業務に関し，当該業務の全

部又は一部の休止，転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補

償として取得する補償金その他これに類するものについて，その業務の遂

行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するもの

も，不動産所得に該当するとされている（所得税法施行令９４条１項２号）。

しかしながら，不動産所得は，あくまでも，貸主が借主に対して一定の

期間，不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有する経済的利

益，若しくはこれに代わる性質を有するものに限定されるのであって，お
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よそそのような性質を有しないものは，これが借主から貸主に移転される

としても，含まれないというほかない。そのような経済的利益が不動産所

得に含まれるとの解釈は，前掲法条の文言に反する上，所得税法が，所得

を１０種類に分類し，担税力に応じた課税を行うために，その所得の性質に

よって，回帰的に生ずるものとそうでないものとに分け，とりわけ回帰的

に生ずる所得の中でも不労所得性の強い資産所得の性質を有する不動産所

得については，給与所得に講ぜられる給与所得控除（２８条），臨時的所得

に講ぜられる累進負担の緩和措置（２２条２項）等の定めを設けず，役務の

対価の要素を有する事業所得に認められる資産損失の必要経費算入につい

て，不動産事業に該当しない場合には認められず（５１条４項），必要経費

を控除して所得額に応じた累進課税を課することとしていることに照らす

と，不動産所得の概念につき，合理的な根拠なくして拡大解釈を行うこと

は，租税法律主義の観点から，認めることができないというべきである。」

「本件建物の無償譲受けは，賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益さ

せる賃貸人の義務やこれに対する賃料等を支払う賃借人の義務とは関連せ

ず，専ら同契約の終了に伴う原状回復義務の履行を賃借人が免れる（軽減

する）ことを目的として行われたものであるから，何らかの意味で賃貸借

の目的物を使用収益する対価（あるいはこれに代わるもの）たる性質を有

するものでないといわざるを得ない。」

「以上のとおり，本件建物の無償譲渡は，賃貸借契約の終了に伴ってな

されたものであるが，賃貸人が賃借人に対して一定の期間，目的物を使用

収益させる対価として受ける利益，若しくはこれに代わる性質を有するも

のではないから，不動産所得に当たらない。」

また，「本件建物利益は，上記認定・判断のとおり，ガリバーが本件建

物をそのまま借り受けることを申し入れたことによって，本来は名古屋三

菱が履行すべき本件建物の収去が必要でなくなったため，原告に無償譲渡
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された結果，もたらされたものであって，不動産賃貸業務における継続的

行為によって生じた所得に当たらず，しかも，労務その他の役務の対価と

か資産の譲渡の対価としての性質も有しないから，一時所得に当たると解

するのが相当である。」

３　検　討

３�１　不動産所得の範囲，不動産賃貸事業に係る所得に係る議論

不動産所得は，不動産，不動産の上に存する権利，船舶又は航空機の貸

付けによる所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）という

（所得税法２６条１項）と規定され，一方，不動産所得から除外される事業

所得とは，農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業その他の事

業で政令で定めるものものから生ずる所得（山林所得又は譲渡所得に該当

するものを除く。）をいい（同２７条１項），委任を受けた政令で定める事業

は，各種の対価を得て継続的に行う事業で不動産業を含むが，不動産の貸

付業は除かれている（所得税法施行令６３条）。

同政令が事業所得の範囲から不動産の貸付業を除外した趣旨について，

不動産の貸付業により生じた所得はすべて不動産所得になるからなのかが

問われる。通常の事業所得では，事業開始から廃止までに生じた所得をそ

の範囲とする。同様に，不動産の貸付業による所得は，事業として不動産

を貸し付けることによる賃料が該当することに異論はないだろうが，不動

産の貸付業上生じたものの，賃料とは性質の異なる所得も不動産所得に該

当するのであろうか。

本判決は，所得税法２６条１項の規定の文言及び所得分類を設けた所得税

法の趣旨から，「不動産所得は，あくまでも，貸主が借主に対して一定の

期間，不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有する経済的利

益，若しくはこれに代わる性質を有するものに限定されるのであって，お
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よそそのような性質を有しないものは，これが借主から貸主に移転される

としても，含まれない」とする。このことからは，不動産の貸付業に関連

した所得であっても，必ずしも不動産所得に該当するとは限らないという

ことである。

酒井克彦教授は，「不動産所得の金額は，総収入金額から必要経費を控

除して計算するという点で，事業所得の金額及び雑所得の金額の計算と類

似しており，・・・また，同じ不動産所得であっても，事業所得と同様に

考えて然るべきものと，雑所得に類すると考えられるものとがある。この

点については，『前者を不動産所得を生ずべき「事業」から生じたものと

捉え，後者を「事業」に称するに至らない，不動産所得を生ずべき「業務」

から生じたものと捉えている（例えば法５１条１項，４
　

 項）』とも説明され

ている。このように不動産所得とは不動産等の貸付けに係る事業活動や業

務活動によって生じた所得類型である」� とされる。そして，「事業所得か

ら不動産貸付業が除かれているのということは（所令６３），不動産貸付業

による所得は不動産所得に該当することになり，不動産所得とは不動産貸

付業による所得が包含された概念である」� とし，「事業所得と不動産所得

とがコンバートし得る所得概念であるということを物語っているのであ

る」� とする。そして，本判決については，「不動産所得の事業的規模の判

断を事業所得の『事業性』の観点から捉える裁判例の考え方とは整合しな

いのではないか」� と否定的評価をされている。

青柳達朗教授も同様に，「不動産貸付業は事業所得でなく不動産所得に
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該当するとされていること，不動産所得の金額は総収入金額から必要経費

を控除した金額とされており（法２６条２項），事業所得等と同じであるこ

とから，不動産所得と事業所得の類似性を認めることができる。したがっ

て，『不動産等の貸付けによる所得』の解釈に当たっても，不動産所得と

は，不動産等の貸付けによる事業活動により生じた所得を包含した所得類

型であるという側面を無視することはできない」� とし，「『貸付けに起因

（基因）する所得』として，不動産貸付の開始から終了までに発生した所

得を包含するものと解釈することも，文理上十分可能である。そして，不

動産所得と事業所得との類似性という点において，事業所得と同様に不動

産所得にも付随収入を観念することができ，『貸付けによる所得』を限定

的に解する必要はない」とされる。そして，本件については，「Ｘ（原告）

は貸主としての優越的地位に基づきＣ（名古屋三菱）と交渉し，賃貸借契

約を終了させ，権利義務関係を清算するために，本件建物を無償取得した

ものである。このような経緯で取得した経済的利益は，『貸付けによる所

得』に該当する」とされる。

また，碓井光明教授も，本判決を「賃料限定説」と呼び�，本判決もっ

て「『不動産の貸付けによる所得』の一般的解釈を述べた判決として受け

止めることは避けるべきである」� とし，この賃料限定説には疑問があると

される。「『貸付け』には，事業の程度に至っているか否かの差があること

は別として，必然的に『貸付けのための業務』を伴っているのである。し

たがって，『貸付け』の文言は，当然に『貸付業務による所得』の意味を

含意していると見るべきである。その結果，貸付業務と結びついている収
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入，すなわち貸付業務と牽連関係の認められる収入又は経済的利益は，不

動産所得に係る収入金額と見るべきである。」� とされ，酒井克彦教授の

「不動産所得とは不動産等の貸付けに係る事業活動や業務活動によって生

じた所得類型である」� とする考え方を『業務上収入説』と呼んだうえで，

同調される�。

八ッ尾順一教授は，不動産所得が「継続的行為」であるという観点から，

本判決について「本件建物の無償譲受けは，不動産賃貸業の範囲ではある

ものの，そのようなことが起こったことが『臨時的・偶発的』に生じたも

のであるから，『一時所得』と判断している。同判決では，『無償譲受け』

そのものの源泉が『臨時的・偶発的』であるところから，一時所得とした

のであって，不動産賃貸業の範囲内ということは，その判断に影響を与え

ていない」� と評価している。不動産賃貸業の範囲であっても「臨時的・偶

発的」に発生した所得は不動産所得の範囲から一時所得を先取りして不動

産所得該当性を判断する，少なくとも不動産所得の範囲から「臨時的・偶

発的」に発生した所得は除かれると理解されているように思われる。

３�２　試論としての経済的実質賃料説

昭和１５年の分類所得税の導入に際し，不動産所得の分類が設けられ，こ

の不動産所得に対する分類所得税の税率は，他の事業所得や勤労所得（現

在の給与所得）等よりも高く定められていた。これは，所得の種類，性質
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�　碓井・前掲（注�）９８頁。金銭消費貸借による「金銭の貸付け」は，すべて

事業上の所得と理解する法人税法では法２２条の「役務の提供」と解されている

（大阪高判昭和５３年３月３０日訟月２４巻６号１３６０頁）。

�　酒井・前掲（注�）６９０頁。

�　碓井・前掲（注�）９８頁。碓井教授はこれを「横の関係における収入金額該

当性」の問題と捉える。

�　八ッ尾順一「ノンリコースローン等の債務免除益と所得区分」税法学５６６号

（２００１年）４５８頁。



に応じてそれぞれの担税力に即した課税を行おうとする分類所得税制の下

で，資産所得である不動産所得は，勤労によって生ずる給与所得や資産と

勤労が一体となって生ずる事業所得等よりも担税力があると考えられてい

たわけである。その後，昭和２２年に分類所得税が廃止されたが，昭和２５年

に資産所得の合算課税制度が設けられ，「不動産所得」が区分定義される

ことになった。平成元年に資産所得合算課税制度は廃止されたが，「不動

産所得」はそのまま存置されている�。

以上の沿革から，不動産所得が資産勤労結合所得としての事業所得と区

分されているのは，現在では廃止されているが資産所得の合算課税制度の

対象として，まさに資産所得の性質を有しているにほかならない。その内

実は，人的な営みの「事業」とは異なり，不動産という物的な資産から生

み出される果実，つまり賃料であると考えられる。

これに対して，酒井克彦教授は，「所得税法は，利子所得については，

『利子に係る所得』とし（所法２３①），配当所得については『分配に係る所

得』とされている（所法２４①）のに対して，不動産所得を『不動産賃貸料

に係る所得』と規定せず，『不動産等の貸付けによる所得』と規定してい

る点に着目する必要がある」� として「『貸付け』による所得であることを

軽視することに疑問を感じる。」� とされる。そして，「不動産所得が・・・

貸付行為に係る事業性の有無に応じた区分を設けることによって，課税上

異なった取扱いをすることを予定している」� とし，「『貸付行為』の事業性

というものが大いに意識されている。」� とされる。
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�　注解所得税法研究会編『注解所得税法［５訂版］』（大蔵財務協会・２０１１年）

３８９～３９１頁を参照。

�　酒井・前掲（注�）６８３頁。

�　酒井・前掲（注�）６８３頁。

�　酒井・前掲（注�）６８４頁。

�　酒井・前掲（注�）６８５頁。



しかし，「賃料」や「賃貸料」でないのは，いわゆる「賃料」や「賃貸

料」のほかに，権利金，敷金，保証金等の一時金等実質的には貸付けの対

価となるものも当然に含まれるからであるともいえる。

不動産鑑定評価基準によると，「賃料の鑑定評価は，対象不動産につい

て，賃料の算定の期間に対応して，実質賃料を求めることを原則とされる。

ここで実質賃料とは，賃料の種類の如何を問わず，貸主に支払われる賃料

の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいい，純賃料及び不

動産の賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費から成り立つも

のとされ，契約に当たって，権利金，敷金，保証金等の一時金が授受され

る場合においては，当該一時金の運用益及び償却額と支払賃料を合わせて

実質賃料を構成するとされる。」（第７章）つまり，「賃料」とは，賃料，

賃貸料として支払われる金員のほか賃貸人に支払われる賃料の算定の期間

に対応する適正なすべての経済的対価であると考えるのである。これを

「経済的実質賃料説」と呼んでおく。

このような観点から，不動産の貸付けによる所得の範囲は，不動産の貸

付けの対価としての経済的実質賃料であると考える。

そうすると，本判決，つまり賃料限定説との相違点は何かということに

なるが，本判決及び賃料限定説の範囲も明らかではないので明確に異なる

かどうか定かではない。

しかし，少なくとも，本事例とは異なり，契約解除時に建物の無償譲受

けが賃貸借契約において当初から約定されていた場合等に相違があるかも

しれない。経済的実質賃料説に立てば，契約解除時の建物の無償譲受けに

よる利益も賃貸による経済的対価の一部を構成するため，不動産所得に該

当するものと考えられる。ただし，本事例は，当初から約定されていたわ

けではないので，新たな合意解除によって得た経済的利益となるため，不

動産所得には該当しないことになるであろう。
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さらに，不動産所得が資産性所得であることの意味から考えることとす

る。つまり，所得は質的担税力に着目すれば，勤労性所得，資産性所得，

資産勤労結合所得の３種類に大別することができ，資産性所得としては利

子所得，配当所得，譲渡所得，そして不動産所得が該当する� ところ，特

に，資産性所得と資産勤労結合所得である事業所得との関係からその「資

産性所得」であるが故の共通点をみる。

事業所得では「事業」主体としての何らかの人的な行為・活動等の人的

な働きかけを重視するものと思われる。しかし，一般に，事業上資金を預

貯金とした場合によって得た利子，事業上資金によって株式を取得した場

合によって得た配当金，事業の用に供した資産の譲渡はそれぞれ，利子所

得，配当所得，譲渡所得に分類される�。つまり，事業に関連する所得で

あっても，その「資産」に着目し，利子所得，配当所得，譲渡所得が事業

所得に優先するのであり，所得分類上，資産性所得該当性には「事業」概

念とは関係性はないものと考えられるのである。

さらに，不動産所得も「貸付業」（事業）としておらず，不動産所得の

内部では取り扱いが異なる（所法５１条１項，４
　

 項）が，事業的規模の貸付

けであろうと事業に至らない貸付けであろうと，すべて不動産所得に該当

し，「事業」概念とは異質なものであると思われる。

それは「資産」による元本と果実の関係である。すなわち，譲渡所得に
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�　金子宏『租税法［第２２版］』（弘文堂・２０１７年）２０８頁。谷口勢津夫『税法基本

講義［第５版］』（弘文堂・２０１６年）２６２頁，中里実・弘中聡浩・渕圭吾・伊藤剛

志・吉村政穂編『租税法概説［第２版］』（［浅妻章如執筆］有斐閣・２０１５年）９５

頁，水野忠恒『体系租税法［第２版］』（中央経済社・２０１８年）１９９頁も同じ。佐

藤英明教授の分類によると，不動産所得は山林所得も事業所得と同様，資産勤

労結合所得とされる（佐藤英明『スタンダード所得税法［第２版補正版］』（弘

文堂・２０１８年）４８頁）。

�　岡村忠生・酒井貴子・田中晶国『租税法』（［岡村忠生執筆］有斐閣・２０１７年）

１０５，１０６，１１０，１１１頁。



おける資産は元本そのもの当たり，利子所得における利子は預金債権から

の利子，配当所得における配当は有価証券からの配当という果実に当たる。

不動産所得においては不動産からの果実は賃料である。資産性所得は「事

業」概念とは別にこれらの果実に着目し，所得税法ではそれぞれ，利子所

得，配当所得，不動産所得という所得分類を設けているものと考え得る。

確かに不動産所得と事業所得の所得金額の計算方法として，総収入金額

から控除できるものは「必要経費」で同じであるが，雑所得も同様であり，

必要経費控除は所得税法の基本形をなすにすぎない。もちろん，不動産所

得と事業所得とは必要経費の多くの部分で共通するものと思われるが，現

行所得税法は，収入あるいは経済的利益がまずどの所得類型に該当するか

が決定されたのちに，控除されるべき必要経費としてその収入金額を得る

ために必要な支出の範囲及び金額が決定されるのであるから，そのことに

よって所得分類の基準を画することはできないように思われる。また，不

動産所得が「継続的行為」を前提としているとして「臨時的・偶発的」に

発生した所得は不動産所得から除外され，そのような所得は一時所得とな

るとの指摘もあるが，一時所得の該当性としては，まず不動産所得を含む

８つの所得に該当しないという除外要件（所得税法３４条１項）を充足する

必要がある。一時所得の非継続性要件（同項の「営利を目的とする継続的

行為から生じた所得以外の一時の所得」）に先立ち，不動産所得に該当し

ないことが必要である。そうすると，「臨時的・偶発的」に発生した所得

であるからといって不動産所得に該当しないとはいえないように思われる。

以上の検討からは，不動産所得該当性には何らかの「事業」性や所得発

生の「臨時・偶発」性ではなく，不動産所得の範囲としては，まさに貸付

けによる賃料としての実質を有する所得と考えることができるのではなか

ろうか。
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３�３　不動産の貸付業務の終了時前後に収受する金員又は利益�

所得税法施行令９４条１項は，「不動産所得・・・を生ずべき業務を行う

居住者が受ける次に掲げるもので，その業務の遂行により生ずべきこれら

の所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは，これらの所得に係る

収入金額とする。」とし，「当該業務の全部又は一部の休止，転換又は廃止

その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他こ

れに類するもの」（同項２号）を掲げている。

碓井光明教授によれば，同号の規定の解釈論には，法２６条１項との組み

合わせにより，①両者とも賃料限定説が妥当するとするもの，②法２６条１

項は賃料限定説によりつつ法施行令９４条に関しては業務収入説によるもの，

③逆に法２６条１項につき業務上の収入説によりつつ法９４条に関しては賃料

限定説によるもの，④両者とも業務上の収入説によるもの，４
　

 通りが考え

られる� とされる。そして，「法２６条１項の『貸付けによる所得』には，賃

料のみならず，貸付け業務との牽連関係の認められる金員又は経済的利益

の収受が広く含まれるべきである。他方，法施行令９４条１項２号は，業務

の休止等の際に一括して受け取る補償金等については『当該業務の収益の

補償として取得する』ものに限定していると解すべきである。」� として，

③の解釈方法に立ち，本判決は，この検討により一時所得とされるべき事

例であるとされる。

しかし，所得税法施行令９４条が「収入金額の計算」として規定されてい

るのであって，所得区分についての「別段の定め」の規定ではないことか

ら，②や③のように両者をそれぞれ異なるものと理解するのは妥当でない

と思われる。同施行令は所得の性質を考えるに当たっても法２６条１項の延
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�　碓井教授はこれを「縦の関係における収入金額該当性」の問題と捉える。

�　碓井・前掲（注�）１００頁。

�　碓井・前掲（注�）１０２頁。



長上の規定であると考えられる。そうすると，①か④の解釈が整合的であ

るといえる。

私見によれば，経済的実質賃料説が賃料限定説と一致するかは明確では

ないが，少なくとも，業務上収入説は採ることはできず，したがって，④

ではなく，基本的には①が妥当な解釈と考える。

Ⅲ　経済的実質賃料説から見た他の裁判例

１　東京地判平成２６年９月３０日訟月６１巻１０号１９７４頁

１�１　事実の概要と判旨

不動産貸付業を営む原告は，賃貸の用に供している建物の建築資金に係

る住宅金融公庫（以下「金融公庫」という。）からの融資金について，東

京都が実施する東京都優良民間賃貸住宅制度（以下「本件利子補給制度」

という。）に基づく利子補給金の交付を受けていたところ，平成２２年４月

３０日，東京都が実施する都民住宅経営安定化促進助成制度（以下「本件助

成制度」という。）に基づき，交付予定の利子給付金の一括交付を受けた。

原告は，この一括交付金（以下「本件一括交付金」という。）を雑所得

に係る総収入金額に算入して平成２２年分の所得税の確定申告をした後に，

当該一括金は一時所得の総収入金額に算入されるべきであるとして更正の

請求をしたところ，処分行政庁は，更正をすべき理由のない旨の通知処分

を行い，更にその後，本件一括交付金は不動産所得に該当するとして減額

更正処分を行った（以下減額更正後の上記通知処分を「本件通知処分」と

いう。）。原告は，本件一括給付金が一時所得に該当するとして本件通知処

分の取消しを求めて，提訴した。

それに対して，東京地裁は次のとおり請求を棄却した（東京高裁も東京

高判平成２７年３月１９日訟月６１巻１０号１９６６頁も維持している。）。
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「不動産等の貸付けとは，これによって貸主に一定の経済的利益をもた

らすものをいい，有償契約である賃貸借契約がその中心となる」。

「不動産等の貸付けによる所得とは，使用収益期間に対応して定期的か

つ継続的に支払われる賃料がその典型である。もっとも，所得税法２６条１

項は，不動産所得を不動産の貸付けによる所得としているが，当該所得の

発生原因を不動産賃貸借契約に限定しているかけではないし，所得税法が，

所得金額の計算に関して，配当所得（２４条２項）や給与所得（２８条２項）

等では「収入金額」という語を用いる一方で，不動産所得（２６条２項）や

事業所得（２７条２項）等では「総収入金額」という語を用いているのは，

後者については副収入や付随収入等も加わってその収益の内容が複雑な場

合が多いことを踏まえたものと解されるところである。そうすると，不動

産所得該当性を判断するに当たっては，上記典型の場合に限られず，当該

所得発生に係る諸事情を考慮の上，当該所得が不動産の貸付けにより発生

したと評価できるかどうかを検討すべきである。」

「本件利子給付補給金は，本件賃貸住宅の貸付けによる所得に係る収入

ということができる」とした上で，「本件利子補給制度に基づく利子補給

は，本件賃貸住宅の借上げに係る収益構造の中不可分一体のものとして組

み込まれているものであって，不動産所得を生ずべき業務の一部分をなす

ものといえるのであり，本件一括交付金は，本件利子補給制度に基づく利

子補給が打ち切られることと引替えとなる形で交付されるのであるから，

所得税法施行令の上記規定［９４条１項２号］にいう収益の補償として取得

する補償金その他これに類するものに当たる」。

「利子補給金は不動産所得に係る収入と評価されるべきものであるから，

これを一括交付するものとして交付される本件一括交付金は，利子補給金

に代わる性格を持つものであって，不動産所得に係る収入ということがで

きる。」
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「所得税法２６条１項が，文理上，不動産所得に係る収入を不動産の借主

から得られたものに限っているとまではいえ」ない。

１�２　検討

碓井教授は，「賃貸の継続中において利子補給の一括交付を受けた場合

は，貸付業務の継続との牽連関係が認められるので，法施行令９４条１項２

号の適用によるのではなく，法２６条１項により収入金額とされるべきであ

る。」� とされる。

森稔樹教授は，「原告は，金融公庫に対して全額を繰上償還し，その後

に借換を行うために本件一括交付金を受領したにすぎず，このような場合

が『当該業務の全部又は一部の休止，転換又は廃止その他の事由』に該当

するか否かは疑わしい。また，『収益の補償として取得する補償金』に『不

動産所得に係る必要経費に算入される金額を補填するための補償金』を含

めると捉える解釈は，拡張解釈として許容される範囲内に留まっていない

のではないかと考えざるをえず，妥当性に疑問が残る。」� としつつ，不動

産所得と解したことについては妥当とされる。

しかしながら，本判決は「本件利子補給金は，本件賃貸住宅の借上げに

係る収益構造の中に不可分一体のものとして組み込まれているということ

ができる」というが，それは，建設資金借入金の利子が不動産所得に係る

必要経費であるところ，本件のような利子補給制度の利子補給収入によっ

て，不動産の貸付けに係る純損益として総合すれば実質的に当該必要経費

の負担を長期にわたって軽減される効果を持つものにすぎない。すなわち，

いわば，経費の一定の額を基準とする費用補填の性質を有するものであり，

不動産所得の範囲に関する若干の考察
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賃料ではない。

これに対して，賃料を純賃料，つまり総賃料から経費を控除したものと

捉えるならば費用補填の性質を有する収入も「賃料」であるとの反論も考

えられるが，ここでは収入ごと，稼得した経済的利益が賃料の性質を有す

るかどうかを考えるべきであろう。

したがって，試論の経済的実質賃料説からは，賃料の補償と認められる

ものでない限り，不動産所得には該当しないと考えておきたい。

２　東京高判平成２８年２月１７日裁判所 Web サイト

２�１　事実の概要と判旨

原告らは，平成１０年４月，他の出資者と共に組合契約を締結して民法上

の組合を組成した上，金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し，こ

れを航空会社に賃貸する事業を営んでいた。この金融機関からの金銭消費

貸借契約（以下「本件ローン契約」という。）では，借入金の返済原資を

原則として本件航空機等の組合財産のみに限定し，各組合員の個人財産を

返済の原資としないと定められていたが（以下「この定めをした条項を

「ノン・リコース条項」という。」），これに加えて，一定の場合に本件借入

金に係る債務のうち本件航空機等の組合財産を上回る部分を当然に免除す

る旨の条項等は設けられていなかった。

その後，米国などにおける景気の低迷，平成１３年９月の米国での同時多

発テロ，イラク戦争等の影響により，本件組合事業を終了させることに

なった。

本件組合は，平成１９年２月５日，本件融資銀行との間で，本件融資銀行

に対して本件ローン契約に基づく債務の全部かつ 終の弁済として１,４００万

ドルを同年３月５日に支払う旨合意し，支払う一方で，本件融資銀行から

本件借入金に係る残債務（７１７万４５６２.７１ドル）を免除された（以下，本件
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融資銀行が行ったこの債務免除を「本件ローン債務免除行為」という。）。

本件ローン債務免除行為によって本件ローン債務免除益が発生し，原告

らについて出資割合に応じた債務免除益が発生した。

原告らは，それぞれ税務署長から平成１９年分所得税について不動産所得

等に該当するとして，更正処分等本件各処分を受けたため，原告らは一時

所得に該当するとして不服申立てを経て，提訴した。

原審（東京地判平成２７年５月２１日裁判所 Web）では，本件ローン債務免

除益が不動産所得等以外の所得であることに当事者間に争いがなかったこ

とから，一時所得の非継続要件及び非対価要件を充足するかが判断され，

一時所得に該当するとされた。これに対して被告は控訴し，控訴審では，

本件ローン債務免除益は不動産所得に該当する旨主張を追加した。

そして，東京高裁は概ね次のように判示し�，控訴を棄却した。

「不動産所得とは，賃貸人が賃借人に対して一定の期間，不動産等を使

用収益させる対価として受け取る利益又はこれに代わる性質を有するもの

と解するのが相当である。」

「本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入金の債務を免除し

たという本件ローン債務免除行為によって発生したものであるところ，本

件融資銀行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を使用収益して

いたわけではない。確かに，本件ローンに基づく本件借入金が本件組合事

業（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為であったことは認めら

れるし，本件借入金に係る返済債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連

して発生したということもできるが，本件ローン債務免除益は，本件組合

が行っていた営利を目的とする継続的行為である本件航空機の賃貸自体に

よって発生したものではないし，本件航空機を使用収益させる対価又はこ
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れに代わる性質を有するものでもないから，本件ローン債務免除益を不動

産所得に該当するものということはできない。」

２�２　検討

小塚真啓准教授は，「借入金を課税後所得から返済するとの前提で計上

してきた減価償却費の取戻しの側面があり，・・・不動産所得に係る必要

経費算入額の取戻しと見るべきもの」� とされる。

また，藤間大順氏は，不動産所得該当根拠としての取戻課税（本件ロー

ン債務免除益は経済的実質としては過年度の不動産所得の計算上必要経費

に算入した減価償却費および支払利息の額（＝課税上の利益）を取り戻す

性質のものであるから，不動産所得に分類すべきであるという説）や経費

補填説�（過去のある所得分類の計算上控除した費用または将来生ずべき

費用を補填する性格の収入は，原則として同じ所得分類とされるべきであ

るとする説）には批判的で，「本件借入金は航空機のリース事業に参加し

たために借り入れたものであるから，不動産等の貸付けと関連する収入と

して，その債務免除益も不動産所得に該当するとも考え得る。つまり，債

務免除益の所得分類は，その借入の原因によって判断すべきであるという

考え方である（借入原因説）。」� として説得的なものとされた上で，本件

ローン債務免除益は不動産所得に該当した可能性� を指摘する。

一方，八ッ尾教授は，「組合事業の活動の中で発生した，ノンリコース
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�　小塚真啓「ノンリコース債務免除益の所得分類が争われた事例」ジュリスト

１４５２号（２０１３年）９頁。

�　若木裕「ノンリコースローンを巡る課税上の諸問題―債務免除益課税を中心

に―」税大論叢７７号（２０１３年）１８９～２２４頁を参照。

�　藤間大順「ノンリコース債務免除益の所得分類―東京地裁平成２７年５月２１日

裁判所 HP―」青山社会科学紀要４５巻１号（２０１６年）７６頁。

�　藤間・前掲（注�）７８頁。



ローン契約に基づく『本件借入金免除益』が『営利を目的とする継続的行

為』によるものか否かであるが，『本件借入金免除益』の経済的利益（所

得）そのものは，・・・たまたま『担保物件の価値＜借入金』という状況

から生じたものであることから『一時的・偶発的利得』であることは明ら

かである。」とした上で，「所得税法３４条は，一時所得について，当該所得

そのもの発生の直接の原因に基づいて，判定すべきであるといっているの

であって，事業の中で行われる継続的行為を意味しているのではないので

ある。仮に，事業の中で行われる継続的行為を意味しているのであれば，

前述したように，それは『不動産所得』とすべきもので，当該条文は，不

動産所得を除いていることからも，事業所得や不動産所得の意味するよう

な『事業』は想定していない。」とされる。

私見によれば，「不動産所得に係る必要経費算入額の取戻し」や「一時

的・偶発的利得」であるかどうかという観点ではなく，それが賃料として

の実質を有するかどうかから判断することになる。そうすると，本判決が

いうように，「不動産所得とは，・・・一定の期間，不動産等を使用収益さ

せる対価として受け取る利益又はこれに代わる性質を有するものと解する

のが相当である。」とした上で，「確かに，本件ローンに基づく本件借入金

が本件組合事業（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為であった

ことは認められるし，本件借入金に係る返済債務が本件航空機の貸付業務

の遂行と関連して発生したということもできるが，本件ローン債務免除益

は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的行為である本件航空機

の賃貸自体によって発生したものではないし，本件航空機を使用収益させ

る対価又はこれに代わる性質を有するものでもないから，本件ローン債務

免除益を不動産所得に該当するものということはできない。」とした結論

には賛成できる。

しかしながら，本判決は，「本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が
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本件借入金の債務を免除したという本件ローン債務免除行為によって発生

したものであるところ，本件融資銀行は，本件航空機の賃借人ではなく，

本件航空機を使用収益していたわけではない。」として賃借人でないこと

を理由としている点には疑問がある。

むしろ，当該債務免除益が賃料の実質を有するものかどうかによって判

断すべきであろう。債務免除は航空機賃貸に必要な資金調達に関連する経

済的利益であるから，賃料を有するものではないと考える。

したがって，本件についても試論の経済的実質賃料説からは，賃料の補

償と認められるものでない限り，不動産所得には該当しないと考えておき

たい。

Ⅳ　むすびに代えて

本稿では，名古屋地裁平成１７年３月３日判決等比較的近年の不動産所得

に関する裁判例を題材として，不動産所得の範囲について，不動産所得の

資産性所得としての位置づけから検討を試みた。経済的実質賃料説などは

今の段階では試論にすぎない。不動産所得の範囲を経済的実質賃料に限定

する根拠や何をもって賃料の実質を有するといえるか等は十分ではないこ

とを認識しているところであるから，機会を改めて検討したいと考えてい

る。

近年，不動産所得も不動産貸付業として事業形態の一つにすぎないこと，

所得金額の計算方法も同様であること，現行法では区分の結果に差異はな

いこと等，不動産所得と事業所得の類似性等から不動産所得の廃止論も立

法論として議論がなされることもあるが，ただ，不動産から得られる所得

については，多様なサービス業等から得られる事業所得とはやはり質的担

税力が異なるのではないかと考えている。もちろんそれは主観的な価値観
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に依存していると思われるが，現行所得税法が質的担税力の差異から所得

分類を設けていることを前提とするならば，不動産から得られる所得，と

りわけ賃料は利子所得や配当所得等と同様に資産性所得に位置づけられ，

そのことによってどのような立法上の措置を講ずる必要があるかは別にし

ても，所得分類論としては不動産所得の廃止について慎重にならざるをえ

ないとの思いがある。
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